
第 7 号令和8年 富士見町

富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例の一
部を改正する条例をここに公布する。

令和8年3月13日

渡　辺　　葉富士見町長

条例



富士見町条例第7号 

 

富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 

 富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例（平成30年富士見町条例第13号）の一部を次の

ように改正する。 

 

第12条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「再交付」を「引換交付」に改める。 

 第14条第2項中「第12条の2第4項第2号ロ」を「第12条の2第4項第3号ロ」に改める。 

 第16条第4項中「記録し、プリンターから打出したもの」を「記録したもの」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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